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文化三年 田麦堀割 訴訟大騒動大騒動の真相

渡辺伸栄 氏

訴
状
の
冒
頭
部
分

江
戸
時
代
初
期
、
村
上
城
主

と
な
っ
た
堀
丹
後
守
は
、
村
上

城
築
城
に
際
し
、
御
堀
用
水
の

水
源
門
前
川
の
水
量
確
保
の
た

め
、
門
前
川
の
支
流
後
沢
と
女

川
の
支
流
藤
沢
川
が
、
低
い
尾

根
を
挟
ん
で
最
も
接
近
す
る
箇

所
を
堀
割
っ
て
、
藤
沢
川
の
水

を
一
部
門
前
川
へ
引
き
落
と
し

た
。
田
麦
集
落
か
ら
二
キ
ロ
弱

上
手
の
地
点
。
寛
永
十
一
年
（
一

六
三
四
年
）
の
工
事
記
録
が
あ

る
。
藤
沢
川
堀
切
と
も
、
大
栗

田
堀
割
と
も
呼
ば
れ
る
。

田田
麦
堀堀
割
とと
は

割
は
堀
丹
後
守
が
御
城
用
水
の
為

に
掘
っ
た
幅
一
間
弱
の
も
の
で
、

二
十
年
前
に
、
崩
れ
た
掘
割
の
修

復
工
事
は
し
た
が
、
そ
の
後
、
新
規

堀
割
な
ど
し
て
い
な
い
。 

神
納
三

村
は
、
昔
か
ら
藩
の
許
可
で
掘
割

の
水
を
使
っ
て
き
た
が
、
他
の
町

村
は
使
っ
て
い
な
い
。
村
上
町
が
、

新
田
を
計
画
し
た
こ
と
も
な
い
。

平
太
郎
一
人
が
企
ん
だ
言
い
が
か

り
だ
。

九
月
に
幕
府
へ
出
訴
。
地
元
で

示
談
す
べ
し
と
差
戻
し
。
十
一
月

に
関
係
者
総
出
の
現
地
見
分
。
そ

の
後
、
仲
裁
人
か
ら
原
告
七
分
・
被

告
三
分
の
分
水
案
提
示
。
原
告
は

承
諾
。
と
こ
ろ
が
、
被
告
は
拒
否

し
て
、
破
談
。
十
二
月
に
再
出
訴
。

翌
年
二
月
、
評
定
所
御
白
州
に
原

告
二
名
、
被
告
六
名
が
出
廷
。
勘

定
奉
行
に
よ
る
取
調
べ
。
続
い
て

担
当
役
人
に
よ
る
取
調
べ
。
原
告

を
全
員
呼
出
す
こ
と
に
な
り
、
四

月
、
追
加
呼
出
し
の
原
告
を
取
調

べ
。
和
解
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
合

意
書
「
済
口
證
文
」
の
作
成
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
で
作
ら
れ
た

「
済
口
證
文
」
。
そ
の
内
容
は
と
い

え
ば
、
あ
然
と
す
る
ほ
ど
の
原
告

敗
訴
。
被
告
の
言
い
分
が
そ
の
ま

ま
通
っ
て
い
て
、
平
太
郎
が
あ
れ

ほ
ど
訴
え
た
新
規
堀
割
の
文
字

は
、
ど
こ
に
も
な
い
。

あ
ま
り
に
も
尻
す
ぼ
み
な
結
論

が
、
逆
に
疑
問
を
抱
か
せ
る
。
新

規
の
掘
割
拡
張
が
な
か
っ
た
の
な

ら
、
現
地
見
分
ま
で
し
て
、
こ
こ
ま

で
大
騒
ぎ
の
訴
訟
に
な
る
は
ず
が

な
い
。
も
し
、
虚
偽
の
訴
え
で
勘

こ
れ
ほ
ど
の
大
事
件
で
あ
る
だ

け
に
史
料
は
豊
富
。
関
係
三
市
村

の
正
式
歴
史
書
も
こ
の
事
件
を
取

上
げ
、
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

「
神
林
村
誌
」（
昭
和
58
）
は
、
結

果
か
ら
み
て
無
意
味
な
訴
訟
と
断

じ
、
平
太
郎
の
意
図
は
不
可
解
だ

と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
豊
富
な

史
料
を
提
示
し
経
緯
を
詳
し
く

綴
っ
て
い
る
だ
け
に
、
論
究
不
足

が
惜
し
ま
れ
る
。

「
関
川
村
史
」（
平
成
４
）
は
、
村

上
城
池
と
神
納
三
村
が
水
不
足
の

と
き
は
分
水
し
て
よ
い
と
合
意
し

た
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
合

意
書
の
ど
こ
に
も
そ
の
よ
う
な
文

言
は
な
い
。
証
拠
史
料
の
提
示
も

な
い
。
お
粗
末
の
極
。

平
太
郎
は
、
訴
え
た
。

藤
沢
川
の
上
流
は
我
々
の
用
水

林
だ
。
そ
の
水
で
幕
領
の
田
を
耕

作
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
田
麦

堀
割
の
場
所
を
新
規
に
幅
三
間
も

拡
張
さ
れ
、無
法
に
、川
の
水
す
べ

て
門
前
川
へ
引
取
ら
れ
た
。
村
上

町
が
茶
畑
を
田
に
す
る
た
め
に

や
っ
た
こ
と
だ
。増
や
し
た
水
は
、

被
告
の
村
々
も
引
取
っ
て
使
っ
て

い
る
。
こ
れ
で
は
、
女
川
の
水
が

不
足
す
る
。
新
規
堀
割
を
埋
め
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

被
告
は
、
全
面
否
定
で
反
論
し

た
。原

告
の
村
々
は
藤
沢
川
の
水
に

は
無
関
係
で
、
自
分
た
ち
の
用
水

林
だ
と
い
う
の
は
嘘
だ
。
田
麦
堀

郷
土
の
歴
史
に
、
未
解
明
の
大

事
件
が
あ
る
。

江
戸
時
代
、
文
化
三
年
（
一
八

〇
六
年
）
に
起
き
た
「
田
麦
堀
割

訴
訟
」。
原
告
十
二
村
、被
告
十
九

町
村
。
江
戸
の
勘
定
奉
行
所
ま
で

出
訴
さ
れ
た
一
大
訴
訟
事
件
。

原
告
の
中
心
人
物
は
平
田
平
太

郎
。
小
見
村
（
関
川
村
小
見
）
の

庄
屋
と
は
い
え
、
公
的
に
は
苗
字

も
名
乗
れ
な
い
百
姓
身
分
。
そ
の

真
の
相
手
は
、
被
告
の
町
村
を
裏

で
操
る
村
上
藩
。
藩
主
は
、
譜
代

大
名
で
幕
府
の
高
級
官
僚
。
巨
大

な
相
手
に
敢
然
と
立
ち
向
か
っ
た

平
太
郎
に
、
村
上
藩
は
き
り
き
り

舞
い
。
幕
府
評
定
所
で
は
芝
居
じ

み
た
裁
判
で
強
制
和
解
。
関
係
三

市
村
（
関
川
村
・
旧
村
上
市
・
旧

神
林
村
）
の
歴
史
書
は
、
事
件
の

真
相
に
迫
れ
ず
じ
ま
い
。

関
川
歴
史
館
に
、「
訴
状
」や
「
済

口
證
文
」
が
保
管
さ
れ
て
い
る
。

平
太
郎
が
残
し
た
も
の
だ
。
読
み

進
め
る
う
ち
に
、
墨
痕
に
呼
び
か

け
ら
れ
た
。「
真
相
を
究
明
す
べ

し
」。
平
太
郎
の
声
だ
。

被
告
は
、
新
規
堀
割
は
「
無
い
」

と
言
い
張
り
通
し
た
。
そ
れ
は
事

実
な
の
か
、
虚
偽
な
の
か
。

「
村
上
町
年
行
事
所
日
記
」
と
い

う
貴
重
な
同
時
代
史
料
が
あ
る
。

村
上
町
役
場
の
業
務
日
報
。
現
在

も
、
関
係
者
が
コ
ツ
コ
ツ
と
翻
刻

出
版
を
続
け
て
い
る
。
こ
れ
を
詳

細
に
調
べ
た
。
真
実
を
見
つ
け
た
。

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
年
）
六

月
、
藩
の
役
人
か
ら
山
居
前
の
茶

畑
を
水
田
に
す
る
た
め
の
新
用
水

路
と
大
栗
田
堀
割
拡
張
の
計
画
が

知
ら
さ
れ
た
。
八
月
、
新
用
水
路

工
事
開
始
。
翌
文
化
元
年
三
月
、
大

栗
田
へ
堰
番
派
遣
、
七
月
、
大
栗
田

の
工
事
所
へ
羽
黒
町
年
寄
が
七
日

間
出
張
。

大
栗
田
堀
割
と
は
、
田
麦
堀
割

の
こ
と
で
あ
る
。
被
告
が
口
を
そ

ろ
え
て
「
無
い
」
と
言
い
張
っ
た

新
規
堀
割
は
、
あ
っ
た
。
し
か
も
、

村
上
町
の
茶
畑
を
田
に
切
り
替
え

被
告
側
の
仲
裁
人
、
岩
船
町
年

寄
与
惣
左
衛
門
の
「
覚
書
」
が
神

林
村
誌
に
載
っ
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
バ
ッ
ク
に
村
上
藩
が
い

て
被
告
た
ち
を
操
っ
て
い
る
こ
と

が
よ
く
分
か
る
。
新
規
堀
割
の
否

定
も
破
談
も
、
村
上
藩
の
意
志

だ
っ
た
。
破
談
で
い
よ
い
よ
裁
判

と
な
っ
た
ら
、
諸
費
用
は
御
上
様

か
ら
下
さ
れ
る
か
ら
、
御
奉
公
と

心
得
て
各
々
精
出
す
よ
う
に
と
、

藩
の
役
人
は
、
被
告
町
村
に
こ
こ

定
奉
行
ま
で
出
座
さ
せ
た
と
な
れ

ば
、
平
太
郎
は
無
事
で
済
む
は
ず

も
な
い
。

そ
れ
が
、
和
解
合
意
し
て
平
穏

に
帰
村
と
は
。
こ
れ
は
お
か
し
い
、

裏
に
何
か
あ
る
。
そ
う
考
え
る
の

が
普
通
で
あ
る
。

「
村
上
市
史
」（
平
成
11
）
は
、
多

額
の
費
用
を
費
や
し
て
騒
い
で
損

し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
、
あ
っ
さ

り
切
り
捨
て
。
江
戸
滞
在
日
記
で
、

裁
判
の
様
子
を
細
か
く
紹
介
す
る

こ
と
に
力
点
を
置
き
、
真
相
究
明

の
意
図
は
な
い
。

通
史
の
性
質
上
や
む
を
得
な
い

面
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
論
考
は

不
十
分
。
二
百
年
余
、
真
相
は
闇

の
ま
ま
。
こ
れ
で
は
平
太
郎
も
浮

か
ば
れ
な
い
。

る
た
め
だ
っ
た
。
平
太
郎
の
訴
え

は
、
真
実
だ
っ
た
。

実
地
見
分
で
は
、
関
係
者
一
同
、

真
実
を
承
知
し
て
い
た
の
だ
。
だ

か
ら
、
七
三
の
分
水
案
を
出
し
た
。

平
太
郎
は
そ
れ
で
手
を
打
つ
つ
も

り
だ
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
、

被
告
は
示
談
を
拒
否
し
て
、
破
談

に
し
た
の
か
。

～「幕府領12村」対「村上藩 領19町村」の水争い～
黒幕村上藩に大泡を吹か せた平田平太郎の大願

田麦堀割訴訟関係町村地図

一一

古
文
書
か
ら
の
声

古
文
書
か
ら
の
声

二二

真
っ
向
対
立
の
原
告・被
告

真
っ
向
対
立
の
原
告・被
告

三三

尻
す
ぼ
み
の

尻
す
ぼ
み
の「「
済
口
證
文

済
口
證
文
」」

四四
三
市
村
歴
史
書
の
曖
昧
な
見
解

三
市
村
歴
史
書
の
曖
昧
な
見
解

五五

新
規
堀
割
は
あ
っ
た

新
規
堀
割
は
あ
っ
た

六六

真
の
相
手
は
村
上
藩

真
の
相
手
は
村
上
藩

←

関
川
村
の
歴
史
に
、
後
世
の
評
価
が
曖
昧
な
ま
ま
に
さ

れ
て
き
た
大
き
な
事
件
、
江
戸
時
代
の
「
田
麦
堀
割
訴
訟
」

が
あ
る
。
こ
の
女
川
支
流
藤
沢
川
の
水
争
い
は
、30
を
超
え

る
村
々
と
水
原
代
官
所
、
村
上
藩
を
巻
き
込
み
、
果
て
は
幕

府
勘
定
奉
行
所
ま
で
出
訴
さ
れ
、
一
大
訴
訟
事
件
に
発
展

す
る
。
関
川
村
在
住
の
郷
土
史
研
究
家
、
渡
辺
伸
栄
氏
が

い
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
事
件
の
真
実
に
迫
る
。

筆
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

元
職
・
村
上
小
学
校
長
、
村
上
市
教
育

長
、
新
潟
大
学
特
任
教
授

現
在
・
新
潟
医
療
看
護
専
門
学
校
村
上
校

非
常
勤
講
師
、
関
川
村
歴
史
文
化
財
調
査

委
員
、
関
川
村
広
報
誌
に
「
古
文
書
で
タ

イ
ム
ス
リ
ッ
プ
・
江
戸
時
代
わ
が
村
の
暮

ら
し
」
連
載
中
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文化三年 田麦堀割 訴訟大騒動大騒動の真相
ま
で
言
っ
て
い
る
。最
終
的
に
、藩

費
か
ら
の
出
費
は
五
十
数
両
に
も

な
っ
た
。

そ
も
そ
も
初
め
か
ら
、
真
の
相

手
は
村
上
藩
だ
と
平
太
郎
に
も
分

か
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
他
領
の

百
姓
が
大
名
を
訴
え
た
と
こ
ろ

で
、大
概
、黙
殺
さ
れ
て
終
り
。
百

姓
同
士
の
水
争
い
の
形
に
し
て
、

幕
府
へ
訴
え
る
。
関
係
す
る
村
々

の
数
が
多
い
ほ
ど
騒
ぎ
は
大
き
く

な
る
。
幕
府
に
真
実
が
伝
わ
る
。

村
上
藩
も
動
か
ざ
る
を
得
な
く
な

る
。
平
太
郎
の
計
略
に
、
村
上
藩

は
ま
ん
ま
と
引
っ
か
か
っ
た
。

平
太
郎
が
述
べ
た
の
は
、
女
川

左
岸
段
丘
上
の
上
野
の
開
発
の
こ

と
だ
。「
関
川
村
史
」
の
「
女
川
左

岸
の
開
発
」
の
項
に
、
延
宝
か
ら

貞
享
年
間
（
一
六
八
〇
年
前
後
）
、

小
見
組
大
庄
屋
平
田
氏
を
中
心
に

上
野
新
田
を
開
発
し
た
と
あ
る
。

平
太
郎
の
先
祖
は
早
く
か
ら
上
野

の
開
発
に
着
手
し
、
そ
の
拡
張
を

企
図
し
て
い
た
の
だ
。

段
丘
上
の
大
規
模
開
発
に
は
、

女
川
上
流
か
ら
水
を
引
く
必
要
が

あ
り
、こ
れ
は
相
当
の
難
工
事
。
部

分
的
に
成
功
し
た
の
は
幕
末
の
安

政
年
間
に
な
っ
て
か
ら
。
そ
の
後

の
全
面
開
発
は
大
正
七
年
ま
で
待

た
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
訴
訟
の
時

代
に
は
難
し
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。そ

れ
で
も
、
平
太
郎
の
発
言
か

ら
は
、
手
つ
か
ず
の
上
野
を
開
発

し
た
い
と
い
う
大
願
を
持
っ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
女
川
上
流
の

水
を
段
丘
上
に
引
く
と
す
れ
ば
、

下
流
の
水
の
確
保
の
た
め
に
藤
沢

川
の
水
は
一
滴
も
他
所
に
や
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
。

先
祖
は
会
津
の
開
発
領
主
。
米

沢
藩
の
禄
を
捨
て
て
小
見
に
定
住

帰
農
し
て
以
来
二
百
年
、
営
々
と

二
人
の
対
面
場
面
が
面
白
い
。

最
初
、奉
行
は
「
平
太
郎
、そ
の
方

の
願
い
の
儀
、
ど
ふ
い
た
し
た
と

な
」
と
尋
ね
た
と
い
う
。
親
し
そ

う
な
砕
け
た
言
い
方
を
、
源
蔵
も

意
外
に
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の

ま
ま
記
録
し
て
い
る
。

推
測
だ
が
、こ
の
二
人
、初
対
面

で
は
な
い
。
平
太
郎
は
、
地
域
の

年
貢
米
を
江
戸
の
御
蔵
に
完
納
さ

せ
る
責
任
庄
屋
の
一
人
。彼
ら
は
、

年
交
代
で
江
戸
に
長
期
滞
在
し
て

い
た
。
滞
在
中
は
各
所
へ
挨
拶
に

回
る
。
勘
定
奉
行
は
納
税
の
相
手

方
。
当
然
、
挨
拶
に
伺
っ
て
い
る

は
ず
。

こ
の
訴
訟
で
も
事
前
に
接
触
し

た
可
能
性
が
あ
る
。
平
太
郎
の
大

願
も
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。
新
田
開
発
は
幕
府
の
利
益
で

も
あ
る
。
御
白
州
で
の
最
後
の
言

葉
は
、
上
野
の
開
発
は
い
ず
れ
見

分
さ
せ
て
考
え
よ
う
と
い
う
意
味

も
含
ん
で
い
た
、
と
も
と
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
奉
行
と
の
関
係
も

あ
っ
て
今
後
に
望
み
を
残
し
、
平

太
郎
は
強
制
和
解
を
飲
ん
だ
。
そ

ん
な
ふ
う
に
思
え
る
。
何
は
と
も

あ
れ
、
無
法
な
村
上
藩
に
大
泡
を

吹
か
せ
て
や
っ
た
の
だ
し
。

事
件
は
い
よ
い
よ
江
戸
へ
。
評

定
所
で
い
っ
た
い
何
が
あ
っ
た
の

か
。
そ
れ
を
解
き
明
か
す
史
料
も

ま
た
存
在
す
る
。「
村
上
市
史
」
掲

載
の
山
辺
里
村
庄
屋
源
蔵
の
江
戸

滞
在
日
記
。
源
蔵
は
、
出
廷
し
た

被
告
の
一
人
。
常
に
藩
の
担
当
役

人
と
打
合
せ
、
ほ
と
ん
ど
操
り
人

形
。
の
み
な
ら
ず
、
藩
の
役
人
が

密
か
に
評
定
所
役
人
へ
働
き
か
け

て
い
る
様
子
ま
で
書
い
て
い
る
。

四
ヶ
月
の
滞
在
中
、
藩
の
方
針
は

右
往
左
往
。
被
告
は
呑
気
に
お
江

戸
見
物
。
正
直
な
記
録
で
あ
る
。

御
白
州
で
の
取
調
べ
の
記
録
が

ま
た
面
白
い
。
取
調
官
は
、
被
告

が
ダ
ミ
ー
だ
と
承
知
し
て
い
る
か

ら
ほ
と
ん
ど
詰
問
は
な
く
、
平
太

郎
に
は
厳
し
い
。
と
は
い
え
、
と
き

に
、
本
当
は
被
告
た
ち
が
叱
ら
れ

る
事
件
な
の
だ
ぞ
な
ど
と
真
実
を

も
ら
す
。
源
蔵
は
、
そ
の
意
味
を

知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
ま

ま
記
録
し
て
い
る
。
藩
へ
の
皮
肉

に
も
読
め
る
。

裁
判
の
途
中
で
、
原
告
の
庄
屋

を
す
べ
て
江
戸
へ
呼
出
す
。
そ
の

尋
問
場
面
の
記
録
も
リ
ア
ル
。
各

庄
屋
は
、
聾
だ
の
老
眼
だ
の
不
筆

だ
の
と
言
い
訳
に
も
な
ら
な
い
言

い
訳
を
述
べ
て
答
え
ら
れ
な
い
。

平
太
郎
一
人
の
策
動
で
あ
る
こ
と

を
浮
き
立
た
せ
て
、
評
定
所
は
、
和

解
の
圧
力
を
か
け
る
。
季
節
は
春
、

長
引
い
て
は
村
々
の
春
耕
に
も
差

支
え
る
。
強
制
和
解
へ
向
け
て
、
あ

の
手
こ
の
手
で
平
太
郎
を
追
い
詰

め
る
。

違
い
な
い
。

推
測
だ
が
、
お
そ
ら
く
こ
ん
な

説
得
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。幕

府
領
の
川
水
の
無
法
引
取
り

は
、
外
様
大
名
な
ら
厳
罰
も
の
だ
。

し
か
し
、
村
上
藩
は
譜
代
大
名
で
、

藩
主
は
将
軍
側
近
の
高
級
官
僚
。

御
城
用
水
は
軍
事
用
で
藩
の
独
占

物
。
初
め
か
ら
そ
う
言
え
ば
い
い

も
の
を
、
「
無
い
」
と
言
っ
て
し

ま
っ
て
、
引
っ
込
み
が
つ
か
な
く

な
っ
た
の
だ
。
こ
こ
は
ひ
と
つ
藩

主
の
顔
を
立
て
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ

れ
に
、
平
太
郎
に
も
落
度
が
あ
る
。

藤
沢
川
の
水
は
原
告
村
々
に
は
関

係
な
い
水
。
そ
れ
を
言
い
つ
く
ろ

う
為
に
用
水
林
だ
な
ど
と
嘘
を
つ

い
た
。
そ
れ
に
は
目
を
つ
ぶ
ろ
う
。

関
係
の
な
い
村
々
ま
で
巻
き
込
ん

で
大
騒
動
に
し
た
罪
も
、
不
問
に

し
よ
う
。

現
に
法
廷
で
取
調
官
は
、
平
太

郎
の
虚
偽
を
言
い
立
て
る
な
と
被

告
に
釘
を
刺
し
、
済
口
證
文
に
も
、

平
太
郎
の
落
度
は
仲
裁
人
が
預

か
っ
て
不
問
に
付
す
と
記
さ
れ
て

い
る
。
敢
え
て
言
え
ば
、
破
談
と

な
っ
た
合
意
案
の
七
三
分
水
ま

で
、
村
上
藩
に
内
々
譲
歩
さ
せ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
確
証
は
な
い
。

が
、
合
意
文
書
の
微
妙
な
表
現
一

字
一
句
を
吟
味
す
れ
ば
、
そ
う
読

め
な
く
も
な
い
。

最
終
場
面
で
は
、
平
太
郎
を
一

人
に
し
て
取
調
官
が
「
御
利
害
」

を
説
い
た
と
い
う
。
和
解
強
要
の

様
子
あ
り
あ
り
。「
御
利
害
」
の
内

容
は
書
い
て
な
い
が
、
村
上
藩
に

と
っ
て
の
得
失
で
あ
る
こ
と
は
間

二
月
二
十
一
日
の
項
。
御
白
州

で
勘
定
奉
行
松
平
兵
庫
頭
の
尋

問
。
奉
行
「
用
水
に
関
係
な
い
村

が
訴
え
て
い
る
の
は
、
意
を
得
な

い
」
。
平
太
郎
「
用
水
を
引
き
取
ら

れ
て
は
、
高
所
の
水
が
不
足
し
て
、

先
祖
よ
り
所
持
の
野
地
が
田
に
開

発
で
き
な
く
な
る
」
。
奉
行
「
何
分

見
分
し
て
い
な
い
の
で
分
か
り
か

ね
る
」
と
、
聞
き
流
し
た
よ
う
だ

と
記
録
し
て
い
る
。

そ
の
日
、
退
廷
し
て
藩
屋
敷
で

こ
の
場
面
を
報
告
し
た
際
の
藩
役

人
の
言
葉
。「
平
太
郎
が
言
っ
た
の

は
上
野
の
こ
と
で
、
そ
こ
は
元
文

二
年
か
ら
天
明
六
年
ま
で
七
度
も

開
発
の
願
人
が
あ
っ
た
が
、
新
田

に
な
ら
な
か
っ
た
所
だ
」
。
平
太
郎

は
、
明
確
に
訴
訟
の
理
由
を
述
べ

て
い
た
の
だ
。

平
太
郎
の
弱
み
は
、
原
告
の

村
々
が
藤
沢
川
か
ら
離
れ
て
い
る

こ
と
に
あ
る
。
こ
の
点
は
、訴
訟
の

初
め
か
ら
最
後
ま
で
指
摘
さ
れ
て

い
た
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
、こ
の
よ

う
な
訴
訟
に
ま
で
持
っ
て
い
っ
た

の
か
。
そ
の
謎
を
解
く
カ
ギ
が
、や

は
り
庄
屋
源
蔵
の
日
記
に
あ
っ
た
。

荒
川
右
岸
・
女
川
左
岸
の
荒
地
を

開
墾
し
続
け
て
き
た
平
田
家
の
意

地
だ
。
み
す
み
す
村
上
藩
の
無
法

を
見
逃
し
て
な
る
も
の
か
。
そ
れ

ゆ
え
の
大
訴
訟
だ
っ
た
の
だ
。

～「幕府領12村」対「村上藩 領19町村」の水争い～
黒幕村上藩に大泡を吹か せた平田平太郎の大願

詳詳 細 はは 講 演演 会 でで

田麦堀割の現地2022.4.3撮影　手前が藤沢川で、締切堤防の向こうが後沢

光兎山山頂から望む村上方面
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←

　紙幅の都合で、細かい論証抜きに断定調で
述べてきました。実際の経緯はもう少し複雑
で入り組んでいますし、細部にはおもしろい
事実もたくさんあります。また、疑義もたく
さんあろうかと思います。本紙と同タイトル
での講演会が計画されていますので、詳細は
そちらで紹介します。ご批正をお願いいたし
ます。

　関川村教育委員会主催「歴史講演会」
　十月二十日㈭　午後七時から
　会場・関川村村民会館


